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【指針本文】 

１－２ 工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保に資する 

入札契約方式の活用の例 

（１）地域における社会資本を支える企業を確保する方式 
防災・減災、社会資本の適切な維持管理などの重要性が増してきている中で、地域

においては、災害対応を含む地域における社会資本の維持管理を担う企業が不足し、

安全・安心な地域生活の維持に支障が生じる懸念がある。 

地域における社会資本を支える企業を確保する方式として、以下のような対応例が

考えられる。 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて災害時の工事実施体制の確保

の状況等を考慮するなど、競争性の確保に留意しつつ、適切な競争参加資格を設

定 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて災害時の工事実施体制の確保

の状況や近隣地域での施工実績などの企業の地域の精通度又は必要に応じて施工

実績の代わりに施工計画等を評価項目に設定 

・複数年契約、包括発注、共同受注等の地域における社会資本の維持管理に資する

方式（地域維持型契約方式）を活用 
 

【解 説】 
 ○ 災害時の工事実施体制の確保の状況等を評価項目に設定  

企業における防災に関わる取組姿勢、活動実績を総合評価落札方式の評価項目に設定する取組

として、以下の事例がある。 

【地域防災担い手確保型の事例 （関東地方整備局）】  
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出典）「関東地方整備局における総合評価落札方式の適用ガイドライン（令和元年度版）」 
（令和元年８月 国土交通省関東地方整備局） 
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 ○ 地域における社会資本の維持管理に資する方式（地域維持型契約方式）を活用   ⅰ）ⅱ） 

施工の効率化や施工体制の安定的確保を図る方式として、地域における社会資本の維持管理に

資する方式（地域維持型契約方式）がある。本方式は、品確法おいて新たに位置付けられたもので

ある。 

【品確法第 20 条に規定される地域における社会資本の維持管理に資する方式 
 （地域維持型契約方式）】 
（地域における社会資本の維持管理に資する方式）  
第二十条 発注者は、公共工事の発注に当たり、地域における社会資本の維持管理の効率的かつ

持続的な実施のために必要があると認めるときは、地域の実情に応じ、次に掲げる方式等を活

用するものとする。  
一 工期が複数年度にわたる公共工事を一の契約により発注する方式  
二 複数の公共工事を一の契約により発注する方式  
三 複数の建設業者により構成される組合その他の事業体が競争に参加することができるこ

ととする方式 
出典）「公共工事の品質確保の促進に関する法律」 

    

【基本方針における地域における社会資本の維持管理に資する方式（地域維持型契約方式）】 
第２ ４ 多様な入札及び契約の方法 
（６）地域における社会資本の維持管理に資する方式 

災害時における対応を含む社会資本の維持管理が適切に、かつ効率的・持続的に行われるため

に、発注者は、必要があると認めるときは、地域の実情に応じて、工期が複数年度にわたる公共

工事を一の契約により発注する方式、複数の工事を一の契約により発注する方式、災害応急対策、

除雪、修繕、パトロールなどの地域維持事業の実施を目的として地域精通度の高い建設業者で構

成される事業協同組合や地域維持型建設共同企業体（地域の建設業者が継続的な協業関係を確保

することによりその実施体制を安定確保するために結成される建設共同企業体をいう。）が競争

に参加することができることとする方式などを活用することとする。 
出典）「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」 

(平成元年 10 月閣議決定） 
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本方式を適用する取組として、以下の事例がある。 

【都道府県における包括発注方式を適用した事例】  

 
出典）「中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会 第１回基本問題小委員会」 

（平成 23 年９月国土交通省） 
 

【包括発注方式を適用した事例（青森県）】  

 
出典）「中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会 第 10 回基本問題小委員会」 

（平成 25 年 11 月国土交通省） 
                        
（参考法令等） 
ⅰ）品確法 第 20 条（地域における社会資本の維持管理に資する方式） 
ⅱ）基本方針 第２ ４（６）地域における社会資本の維持管理に資する方式 
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【指針本文】 

（２）若手技術者や女性技術者などの登用を促す方式 
豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術者が実績を積む機会が得られに

くい場合、建設生産を支える技術・技能の承継が行われにくくなり、将来的な工事品

質の低下、担い手の中長期的な育成・確保に支障が生じる懸念がある。 

豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術者などの登用を促す方式として、

以下のような対応例が考えられる。 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、豊富な実績を有していない若手技術者や、

女性技術者などの登用も考慮し、専任補助者制度の活用等により、施工実績の要

件を緩和するなど、適切な競争参加資格を設定 

・工事の性格、地域の実情等を踏まえ、豊富な実績を有していない若手技術者や、

女性技術者などの登用も考慮し、必要に応じて施工実績の代わりに施工計画を評

価するほか、主任技術者又は監理技術者以外の技術者の一定期間の配置や企業に

よるバックアップ体制の評価、現場代理人としての実績や専任補助者の成績・実

績の評価など、適切な評価項目を設定 

・ワーク・ライフ・バランス等推進企業（女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律（平成 27 年法律第 64 号）、次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律

第 120 号）、青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 45 年法律第 98 号）に基

づく認定の取得企業や女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づ

く計画を策定した中小企業）を必要に応じて評価項目に設定 
 

【解 説】 
 ○ 若手技術者や女性技術者などの登用を促す方式    

国土交通省では、若手技術者の配置を促す入札契約方式について、検討を進めているところで

ある。 
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【若手技術者の配置を促す入札契約方式（工事）】 

 
出典）「発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会 

（平成 30 年度第 1 回」（平成 30 年 8 月国土交通省） 
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 ○ 施工実績の要件を緩和    

豊富な実績を有していない若手や女性などの技術者の登用も考慮して専任補助者制度を適用す

る取組として、以下の事例がある。 

【専任補助者制度を適用した事例（東北地方整備局）】  

 

〇配置予定技術者の能力の評価方法 
配置予定技術者を複数申請した場合は、競争参加資格要件を満足する配置予定技術者をそれぞ

れ評価し、得点の合計（施工経験、工事成績、表彰、ＣＰＤ）が最も低い者を採用し評価する。

専任補助者※を配置する場合には専任補助者の能力で評価する。 
※専任補助者：現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者

を専任で補助する技術者をいう。 
出典）「東北地方整備局 工事の総合評価落札方式運用ガイドライン 令和元年５月 国土交通省東北地方整

備局」 
 

 
  



 

Ⅳ－47 
 

 

 ○ 施工実績の代わりに施工計画を評価    

豊富な実績を有していない若手や女性などの技術者の登用も考慮して、施工実績の代わりに施

工計画を総合評価落札方式において評価する取組として、以下の事例がある。 

【施工実績の代わりに施工計画を評価した事例（関東地方整備局）】  
■技術提案チャレンジ型（試行） 

 
■配点表（一般土木） 

 
出典）「関東地方整備局における総合評価落札方式の適用ガイドライン（令和元年度版）令和元年８月 国土

交通省関東地方整備局」 
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○ ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価   

ワーク・ライフ・バランス（WLB）に取り組む企業が増加するよう、直轄工事の発注時に WLB 関連認

定制度を活用した評価の枠組みを導入。 

【建設現場におけるワーク・ライフ・バランス等推進企業評価の事例】 
○建設現場を男女ともに働きやすい環境とするため、入札時の技術者評価において技術者の出産等の特

例を平成 28 年度から全面導入。 

○一般土木 A 等級等の工事において、認定制度を活用した評価を平成 30 年度までに全面的に導入。 
出典）「国土交通省記者発表資料（平成 2 8 年 5 月 1 9 日）」 

【建設現場におけるワーク・ライフ・バランス等推進企業評価の事例】 

 
出典）「総合評価方式の活用・改善等による品質確保に関する懇談会（平成 30 年 3 月 7 日）資料２」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※１ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27 年法律第64 号）第９条に基づく基準に適合するものと認定された企業
（労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。）又は同法第８条に基づく一般事業主行動計画（計画期間が満了していない
ものに限る。）策定している企業（常時雇用する労働者の数が300 人以下のものに限る。）をいう。

※２ 次世代育成支援対策推進法（平成15 年法律第120 号）第13 条又は第15 条の２に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。
※３ 青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和45 年法律第98 号）第15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。

WLB推進企業を加点評価

段階的選抜
評価項目

評 価 基 準

その他

次に掲げるいずれかの認定を受けている
・女性活躍推進法に基づく認定等（えるぼし認定企業等）※１
・次世代法に基づく認定（くるみん・プラチナくるみん認定企業）※２
・若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定企業）※３

企業の実績・成績等 技術者の実績・成績等

通常
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【指針本文】 

（３）維持管理の技術的課題に対応した方式 
既存構造物の補修において、その補修の設計段階では対象構造物の損傷状況等の詳

細が把握できないために工事の仕様・数量が想定と異なったり又は確定できず、施工

段階となって補修設計の修正や工事の設計変更への対応が多くなる。 

また、新設の設備工事等において、維持管理を念頭においた設計・施工（製造）の

実施や、引渡後の不具合発生への迅速な対応を図る必要がある。 

維持管理の技術的課題に対応する方式として、以下のような対応例が考えられる。 

・既存構造物の補修における設計段階からの施工者の関与 

・補修設計を実施した者の工事段階での関与 

・施工と維持管理の一体的な発注 
 

【解 説】 
 ○ 補修設計を実施した者の工事段階での関与   

設計を実施した者が工事段階で関与する場合の参考となる取組として、以下の事例がある。 

【設計を実施した者の工事段階での関与により対応した事例（九州地方整備局）】  

 
出典）「発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会 

（平成 25 年度第３回）」（平成 26 年３月国土交通省） 
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 ○ 施工と維持管理の一体的な発注   

施工と供用開始後の初期の維持管理業務を一体的に発注する方式を適用する取組として、以下

の事例がある。 

【施工と維持管理の一体的な発注方式を適用した事例（関東地方整備局）】  

 

 
出典）「記者発表 ダム管理用制御処理設備更新工事において、「維持管理付き工事発注方式」を試行します。」

（平成 23 年８月国土交通省関東地方整備局） 
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【指針本文】 

（４）発注者を支援する方式 
発注者の能力を超える一時的な事業量の増加や発注頻度が低く技術的難易度が高い

工事への対応等により、適切な発注関係事務の実施が困難となる場合がある。 

発注者を支援する方式として、以下のような対応例が考えられる。 

・対象事業のうち工事監督業務等に係る発注関係事務の一部又は全部を民間に委託 

・事業促進を図るため、測量、調査及び設計段階から事業マネジメントの一部を民

間に委託 

 

なお、これらの入札契約方式の活用に当たっては、透明性、公正性及び競争性を確

保する。 
 

【解 説】 
 ○ 工事監督業務等に係る発注関係事務の一部を民間に委託   １） 

工事監督業務等に係る発注関係事務の一部を民間に委託する取組（ＣＭ方式）として、以下の事

例がある。 

【ＣＭ方式を適用した事例（北陸地方整備局）】（再掲）   
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図 信濃川築堤における CMR の役割（CMR からの提供資料（H19、20 の体制）） 

出典）「国土交通省直轄事業における発注者支援型ＣＭ方式の取組み事例集（案）」（平成 21 年３月国土交通省） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

  

（参考資料） 
１）「国土交通省直轄事業における発注者支援型ＣＭ方式の取組み事例集（案）」（平成 21 年３月国土交通省）
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 ○ 調査及び設計段階から事業マネジメントの一部を民間に委託  １）２）３） 

官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験の融合により、調査及び設計段階から効率

的なマネジメントを行う取組（事業促進ＰＰＰ）として、以下の事例がある。 

【事業促進ＰＰＰ方式を適用した事例（東北地方整備局）】  

 
出典）「国土交通省直轄の事業促進ＰＰＰ に関するガイドライン 平成 31 年 3 月 国土交通省」 
 
 

 
 
 

  

建築分野では、全国営繕主管課長会議により、公共建築における発注関係事務に係る支援方策
が検討され、「発注者支援業務事例集」「発注者支援業務等業務委託様式事例集」等が取りまとめら
れている。 
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（参考資料） 
１）「国土交通省直轄の事業促進 PPP に関するガイドライン」（平成 31 年 3 月 国土交通省） 
２）「発注者支援業務事例集」（平成 19 年３月（最終平成 30 年５月）全国営繕主管課長会議） 
３）「発注者支援業務等業務委託様式事例集」（令和元年６月全国営繕主管課長会議） 


